
 

                         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ

地域との絆・安心・潤い・憩いの木曽三川

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ３ 日 

国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局 

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所 

 木曽川中流域の沿川市町及び岐阜県・愛知県と木曽川を管理する国土交通省中部地方整備局木曽川上流

河川事務所が連携し、既存の資源を最大限に活用した流域の魅力の向上、木曽川を基軸としたヒト・マチ・オモ

イを自転車で繋ぐネットワーク化を図り、安全・安心で賑わいのある豊かな川のある暮らしを実現することを目

的に「木曽川中流域自転車で繋ぐかわまちづくり第２回協議会」を開催します。 

～賑わいある良好な空間形成を目指して～ 

「木曽川中流域自転車で繋ぐかわまちづくり第２回協議会」 

を開催します。 

令和７年５月３０日（金） ９：００～（１時間程度） 

WEB 会議方式 

事務局会場：国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 

        （木曽川水系ダム統合管理事務所３階 流水管理センター） 

 住     所：〒500－8801 岐阜県岐阜市忠節町 5－１ 

別紙のとおり 

指定なし 

岐阜県政記者クラブ、一宮日刊記者会 

１）協議会規約の変更について 

２）木曽川中流域自転車で繋ぐかわまちづくり計画(最終案)について 

＜木曽川中流域自転車で繋ぐかわまちづくり協議会について＞ 

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 

副所長  高橋
たかはし

 由
よ し

典
の り

 

総括保全対策官  井川
い か わ

 陽二
よ う じ

 

電話：０５８－２５１－１３２１（代表） 

 

会議はＷＥＢ会議方式で行います。取材及び傍聴には、事前登録が必要となりま

す。傍聴をご希望の方は、別紙「傍聴申込書」を、その後の取材をご希望の方は、別紙

「取材登録書」を記入の上、令和７年５月２９日（木）１５：００までに、以下の受付へＦＡＸ

または電子メールで送信をお願いします。 

なお、WEB での傍聴に必要な URL は、事前登録を頂いた方 

にのみ送付しますので予めご了承ください。 

【取材登録書・傍聴申込書送信先】 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０５８－２５１－１１５０ 

メールアドレス cbr-kisojyo-chosa@mlit.go.jp 

１． 開 催 日 時 

２． 開 催 場 所 

 

 

 

３． 資 料 

４． 解 禁 

５． 配 布 先 

６． 議 事 

 

７． 問 合 せ 先 

 

 

 

 

 

８． 取 材 ・ 傍 聴 

について 

 

 

 

 

 

 












